
二
〇
一
八
．
五
．
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七 

千
葉
氏
サ
ミ
ッ
ト 

歴
史
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
資
料 

 

相
馬
氏
と
妙
見
信
仰 

南
相
馬
市 

二
本
松
文
雄 

 

は
じ
め
に 

東
北
の
代
表
的
な
夏
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
「
相
馬
野
馬
追
」（
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）
は
、
毎

年
七
月
最
終
土
日
月
の
三
日
間
、
福
島
県
浜
通
り
地
方
北
部
の
旧
中
村
藩
領
内
か
ら
騎
馬
武
者
が
集
ま
る
。

南
相
馬
市
原
町
区
の
市
街
で
は
約
五
〇
〇
騎
騎
馬
行
列
、
雲
雀
ヶ
原
祭
場
地
で
は
勇
壮
な
甲
冑
競
馬
・
神

旗
争
奪
戦
、
同
市
小
高
区
の
相
馬
小
高
神
社
境
内
で
生
馬
を
捕
え
て
神
前
に
奉
納
す
る
野
馬
懸
が
行
わ
れ

る
。
日
本
最
大
規
模
の
馬
の
祭
典
。
特
に
野
馬
懸
は
生
馬
を
奉
納
す
る
と
い
う
絵
馬
以
前
の
信
仰
の
携
形

態
と
い
わ
れ
る
。 

 

一
、
奥
州
相
馬
氏
の
妙
見
信
仰 

 

千
葉
氏
が
、
妙
見
を
弓
箭

き
ゅ
う
ぜ
ん

神し
ん

と
す
る
と
相
馬
氏
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
相
馬
御み

厨
く
り
や

に
も
多
く
の
妙
見
社
が

勧
請
さ
れ
た
。
奥
州
中
村
藩
相
馬
氏
の
祖
は
千
葉
常
胤
の
次
男
師
常
で
、
源
頼
朝
の
奥
州
征
伐
に
従
い
所

領
を
賜
っ
た
が
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）、
六
代
相
馬
重
胤
の
代
に
本
拠
地
を
下
総
国
か
ら
奥
州
に
移
し
、

太
田
に
舘
を
か
ま
え
下
総
国
相
馬
郡
か
ら
、
星
の
宮
（
妙
見
宮
）
を
奥
州
に
勧
請
し
た
。
以
来
、
相
馬
氏

も
千
葉
氏
本
宗
家
と
同
様
、
一
族
は
、
妙
見
信
仰
を
精
神
的
な
支
柱
と
し
て
強
く
結
束
し
、
新
た
に
居
舘

や
城
を
太
田
・
小
高
・
中
村
へ
移
す
に
伴
い
、
妙
見
祠
も
遷
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
妙
見
信
仰
は
相
馬
氏

の
領
内
に
広
く
分
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

中
世
に
お
け
る
こ
の
地
方
の
妙
見
の
分
布
、
特
に
相
馬
重
胤
の
行
方
郡
下
向
以
前
か
ら
在
地
の
妙
見
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
点
が
多
い
。
宇
多
郡
河
北
数
村
を
領
し
て
い
た
黒
木
氏
は
牛ご

頭ず

天
王

て
ん
の
う

を
鎮
守

と
し
て
い
た
が
、
天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）
に
相
馬
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
、
相
馬
三
郎
胤
乗
が
黒
木
城
主
の

時
に
本
丸
の
乾

い
ぬ
い

（
北
西
）
隅
に
妙
見
を
勧
請
し
て
い
る
。
標
葉
郡
を
領
し
て
い
た
標
葉
氏
の
場
合
、
行な

め

津づ

に

鹿
島
舘
を
築
き
鹿
島
の
神
を
祀
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
こ
の
地
に
天あ

め

之の

御み

中な
か

主
ぬ
し
の

神か
み

を
祀
る
星
神
社
が
あ

る
。
標
葉
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
て
相
馬
の
領
地
と
な
っ
た
後
、
行
津
に
妙
見
が
勧
請
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
相
馬
氏
が
こ
の
地
方
に
も
た
ら
し
た
妙
見
と
し
て
は
、
最
初
に
舘
を
構
え
た
地
と
伝
え
ら
れ
る
太
田

の
別
所
の
舘
跡
と
そ
の
周
辺
、
相
馬
重
胤
の
下
向
に
伴
っ
て
下
総
か
ら
来
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
族
が
最
初

に
祀
っ
た
妙
見
の
故
地
も
含
む
。
城
を
構
え
、
実
際
に
合
戦
の
場
と
な
っ
た
小
高
城
と
そ
の
周
辺
、
一
時

城
を
移
し
た
牛
越
城
に
妙
見
が
分
布
す
る
。
領
地
の
境
界
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
二
枚
橋
の
妙
見
は
天



正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
の
飯
樋
合
戦
の
際
、
相
馬
義
胤
が
伊
達
勢
を
追
い
や
り
、
添て

ん

箭せ
ん

（
弓
矢
）
を
納

め
て
神
の
し
る
し
と
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
妙
見
は
戦
国
時
代
に
は
弓
箭
神
・
武
神
・
境
を
守
護
す
る

神
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。 

 

二
、
野
馬
追 

野
馬
追
は
、
伝
承
で
は
相
馬
氏
の
遠
祖
平
将
門
以
来
の
歴
史
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
。 

文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
野
馬
追
の
記
録
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
相
馬
義
胤
が
小
高
城
か
ら
牛
越

城
に
移
っ
た
時
に
は
、
既
に
例
年
牛
越
城
下
（
南
相
馬
市
原
町
区
牛
越
）
で
野
馬
追
を
し
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
相
馬
義
胤
が
牛
越
原
で
野
馬
追
を
、
刈
谷
沢
（
南
相
馬
市
原
町
区
西

町
三
丁
目
）
で
野
馬
懸
を
し
た
記
録
が
あ
る
。 

江
戸
時
代
の
野
馬
追
は
藩
主
相
馬
氏
と
中
村
藩
の
行
事
と
し
て
、
五
月
中
の
申
の
日
に
野
馬
を
追
い
、

良
馬
を
神
馬
と
し
て
妙
見
に
奉
納
し
て
、
一
族
の
繁
栄
と
領
内
の
安
寧
を
願
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。 

江
戸
時
代
の
野
馬
追
は
、
奥
州
相
馬
氏
の
氏
神
で
あ
る
妙
見
の
祭
り
で
、
藩
を
あ
げ
て
の
一
大
行
事
で

あ
っ
た
。
野
馬
追
は
領
民
に
と
っ
て
も
最
大
の
祭
り
で
、
近
郷
近
在
は
も
ち
ろ
ん
他
の
地
方
か
ら
も
多
く

の
見
物
人
が
訪
れ
て
、
露
店
も
軒
を
並
べ
る
大
変
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
野
馬
追
は
藩
の
文

書
・
旅
行
者
の
紀
行
文
・
絵
巻
物
・
屏
風
絵
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

三
、
藩
主
相
馬
家
と
藩
士
の
妙
見
参
拝 

『
社
寺
万
覚
』（『
熊
川
家
文
書
』
十
二
） 

 

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
と
翌
三
年
の
寺
社
に
関
わ
る
記
録
。
相
馬
恕
胤
の
初
入
部
（
江
戸
か
ら
相
馬

へ
の
初
入
国
）、
元
服
な
ど
の
記
録
。 

 

初
入
部
の
た
め
に
、
妙
見
堂
で
「
十
五
ヶ
寺
護
摩
」
や
「
仁
王
会
」
を
行
う
よ
う
歓
喜
寺
に
命
じ
、
八

月
三
日
に
「
仁
王
会
」
を
執
行
。 

 

入
部
後
初
め
て
の
氏
神
妙
見
社
へ
の
参
詣
は
明
和
二
年
七
月
九
日
。「
御
野
馬
被
為
献
候
」
と
あ
り
、
恕

胤
は
相
馬
氏
の
氏
神
妙
見
社
に
贄
と
し
て
神
馬
を
献
上
し
、
一
家
の
繁
栄
と
領
民
の
安
寧
を
祈
念
。 

 

社
参
に
は
歓
喜
寺
が
詰
め
て
法
楽
を
務
め
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
後
日
、
領
民
を
思
っ

て
の
国
家
安
全
の
祈
祷
を
も
歓
喜
寺
に
命
じ
て
い
る
。
恕
胤
初
入
部
の
大
き
な
儀
式
は
妙
見
社
参
拝
と
元

服
に
あ
っ
た
。 

『
熊
川
兵
庫
日
記
』（『
熊
川
家
文
書
』
五
） 

 

奥
州
中
村
藩
家
老
の
熊
川
家
文
書
。
筆
者
熊
川
兵
庫
の
日
記
、
藩
の
行
事
、
藩
主
や
相
馬
家
に
関
わ
る

記
事
多
数
。 

安
政
三
年
（
一
八
五
六
） 

正
月
三
が
日
に
は
、
藩
主
が
七
ツ
半
時
・
六
ツ
時
に
妙
光
院
（
妙
見
堂
）
参
拝
の
記
録
。 

 

『
妙
見
社
参
服
忌
令
』
（
江
戸
時
代 

個
人
蔵
） 



 
藩
士
が
妙
見
を
は
じ
め
諸
々
の
神
仏
を
詣
で
る
際
の
死
忌
み
に
服
す
る
期
間
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

父
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
服
一
年
・
忌
二
〇
日
な
ど
。 

 

四
、
中
村
藩
領
内
の
妙
見
の
分
布 

『
奥
相
志
』 

 

江
戸
時
代
に
お
け
る
中
村
藩
領
内
の
妙
見
社
寺
の
分
布
は
、
江
戸
時
代
末
の
藩
の
地
誌
『
奥
相
志
』
に

詳
し
い
。
し
か
し
、
明
治
維
新
を
む
か
え
、
事
業
は
途
中
で
終
了
し
た
た
め
、
南
標
葉
郷
と
山
中
郷
の
記

述
が
欠
け
て
い
る
。
『
本
邦
小
祠
の
研
究
』
（
岩
崎
敏
夫 

一
九
六
三
）
で
は
、
南
標
葉
郷
と
山
中
郷
も
含

め
た
領
内
の
妙
見
の
分
布
は
、
計
四
四
祠
を
数
え
る
。 

 

明
治
維
新
前
の
藩
士
の
総
氏
数
は
約
三
〇
〇
余
、
氏
神
の
判
明
し
て
い
る
一
六
一
氏
の
う
ち
妙
見
を
氏

神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
の
は
三
九
箇
所
。
特
に
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に
相
馬
重
胤
と
と
も
に
下
総
相

馬
か
ら
行
方
郡
に
下
向
し
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
岡
田
氏
・
門
馬
氏
・
青
田
氏
な
ど
で
は
複
数
の
家
で
妙

見
を
祀
っ
て
い
た
。 

 

こ
れ
ら
の
妙
見
祠
は
藩
主
相
馬
家
が
祀
っ
た
中
村
城
内
の
妙
見
曲
郭
に
祀
ら
れ
て
い
た
妙
見
神
祠
、
相

馬
昌
胤
が
幾
世
橋
（
浪
江
町
）
に
隠
居
し
、
中
村
城
か
ら
妙
見
の
神
殿
を
遷
し
た
養
真
殿
、
相
馬
重
胤
の

下
向
に
伴
っ
て
下
総
か
ら
遷
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
相
馬
氏
の
家
臣
団
が
、
氏
神
と
し
て
祀
っ
た
妙
見
が

あ
る
。
ま
た
、
各
郷
の
宿
場
に
置
か
れ
た
陣
屋
や
藩
境
な
ど
藩
政
に
伴
っ
て
祀
ら
れ
た
妙
見
も
あ
る
。 

 

明
治
時
代
以
降
は
開
拓
地
に
分
霊
さ
れ
た
妙
見
も
あ
り
、『
奥
相
志
』
に
記
載
さ
れ
た
妙
見
は
江
戸
時
代

末
時
点
の
も
の
だ
が
、
現
在
確
認
さ
れ
る
妙
見
所
縁
の
社
寺
等
は
合
せ
て
六
九
箇
所
。 

 

（
一
）
藩
主
相
馬
家
と
中
村
藩
ゆ
か
り
の
妙
見 

妙
光
院
（
現
、
相
馬
中
村
神
社
） 

 

相
馬
氏
累
世
の
鎮
守
。
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
相
馬
利
胤
が
小
高
か
ら
中
村
へ
居
城
を
移
し
た
の

に
伴
い
、
小
高
か
ら
中
村
の
城
内
の
西
二
の
丸
（
妙
見
曲

み
ょ
う
け
ん
く
る

輪わ

）
に
妙
見
宮
を
遷
し
た
。
妙
見
の
宮
寺
で
あ

っ
た
北
斗
山
妙
光
院
は
、
現
在
の
社
務
所
の
位
置
に
あ
っ
た
。 

妙
見
境
内
図
（
江
戸
時
代 

相
馬
妙
見

歓
喜
寺
蔵
（
非
公
開
））
に
は
、
左
上
に
妙
見
宮
本
殿
、
そ
の
下
に
幣
殿
と
拝
殿
、
そ
の
下
に
石
段
と
参
道
。

石
段
の
右
下
に
妙
光
院
が
あ
る
。
妙
光
院
は
妙
見
宮
造
営
以
来
、
建
物
の
修
理
や
什
具
に
至
る
ま
で
藩
主

か
ら
与
え
ら
れ
、
藩
主
の
手
厚
い
保
護
の
も
と
に
あ
っ
た
。 

相
馬
妙
見
歓
喜
寺
（
相
馬
市
中
村
） 

 

相
馬
昌
胤
の
命
で
、
鎮
守
妙
見
の
別
当
と
な
る
。
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
に
小
高
郷
大
井
村
岩
迫

か
ら
相
馬
氏
の
祈
願
寺
と
し
て
宇
多
郷
中
野
村
熊
野
堂
跡
へ
移
り
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
現
在
地

に
移
る
。
妙
見
に
関
す
る
経
典
や
絵
画
を
多
数
有
す
る
。
領
内
真
言
宗
の
檀
林
（
学
問
所
）
で
あ
っ
た
た

め
、
妙
見
に
関
す
る
経
典
を
発
行
し
た
。
明
治
の
神
仏
分
離
で
、
妙
光
院
の
妙
見
を
祀
る
。 

太
田
妙
見
（
現
、
相
馬
太
田
神
社
） 

 

相
馬
氏
の
奥
州
下
向
当
初
の
本
拠
地
が
南
相
馬
市
中
太
田
の
別
所
の
舘
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
た
め
、



「
太
田
妙
見
」
と
称
さ
れ
る
。
太
田
妙
見
を
祀
っ
た
星
蔵
院
の
寺
院
建
築
は
、
現
在
も
相
馬
太
田
神
社
の

祈
祷
殿
と
し
て
残
る
。
太
田
妙
見
菩
薩
画
像
（
江
戸
時
代 

相
馬
妙
見
歓
喜
寺
蔵
（
非
公
開
））
は
千
葉
妙

見
の
典
型
的
な
像
容
で
、
玄
武
を
踏
み
着
甲
し
た
童
子
形
の
妙
見
が
両
手
で
剣
を
右
下
に
向
け
て
持
っ
て

い
る
。
頭
光
に
は
日
月
星
の
三
光
が
あ
る
。 

医
徳
寺
（
南
相
馬
市
原
町
区
） 

明
治
時
代
以
降
、
太
田
妙
見
を
祀
る
医
徳
寺
が
発
行
し
た
妙
見
掛
軸
（
南
相
馬
市
博
物
館
蔵
）
に
は
、

上
部
に
星
曼
荼
羅
、
下
部
に
太
田
妙
見
像
。
妙
見
は
玄
武
に
乗
り
、
剣
を
足
元
に
下
し
た
姿
。
寛
助
様
北

斗
曼
荼
羅
で
、
三
重
の
四
角
で
区
画
。
一
番
内
側
の
区
画
に
は
、
中
心
に
北
極
星
を
表
す
大
日
如
来
一
字

金
輪
（
ボ
ロ
ン
）、
そ
の
下
に
北
斗
七
星
を
表
す
貧
（
ベ
イ
）・
巨
（
タ
ラ
）・
禄
（
キ
ャ
）・
丈
（
ハ
ラ
）・

廉
（
ト
ロ
）
・
武
（
ナ
）
・
破
（
バ
）
と
九
曜
、
そ
の
外
側
の
区
画
に
は
十
二
宮
、
一
番
外
側
の
区
画
に
は

二
十
八
宿
を
配
す
る
。
九
曜
・
十
二
宮
・
二
十
八
宿
と
い
う
星
宿
は
、
天
体
の
運
行
が
人
間
の
運
命
を
左

右
し
、
星
の
位
置
に
よ
っ
て
世
界
の
動
静
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
思
想
を
表
す
。 

小
高
妙
見
（
現
、
相
馬
小
高
神
社
） 

相
馬
氏
が
ほ
ぼ
中
世
を
通
し
て
居
城
と
し
た
城
で
、
南
北
朝
時
代
に
は
南
朝
方
に
攻
め
落
と
さ
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
相
馬
利
胤
が
城
を
中
村
に
移
す
ま
で
妙
見
を
祀
っ
て
い
た
。

城
を
小
高
か
ら
中
村
に
移
し
た
の
に
伴
い
神
体
も
中
村
城
に
遷
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
引
き
続
き
小
高
妙

見
が
祀
ら
れ
、
野
馬
懸
に
は
生
き
馬
が
神
馬
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
。 

金
性
寺
（
南
相
馬
市
小
高
区
） 

小
高
の
妙
見
祠
に
祀
ら
れ
て
い
た
妙
見
菩
薩
立
像
が
、
明
治
の
神
仏
分
離
令
の
関
係
で
金
性
寺
に
遷
さ

れ
た
。 

養
真
殿
（
現
、
浪
江
町
北
幾
世
橋
の
初
発
神
社
本
殿
（
浪
江
町
指
定
重
要
文
化
財
） 

 

相
馬
昌
胤
が
中
村
城
内
に
妙
見
を
祀
っ
て
い
た
養
真
殿
と
い
う
神
殿
を
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）

に
隠
居
先
の
北
幾
世
橋
村
に
遷
し
、
金
子
森
（
御
浄
所
）
に
妙
見
、
末
社
住
吉
、
玉
津
島
の
神
祠
を
建
て

て
信
敬
し
た
。
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
、
野
火
を
恐
れ
て
町
後
に
遷
座
し
た
。
昌
胤
の
死
後
、
神
符

は
中
村
に
還
座
し
、
勅
額
は
高
松
神
庫
（
相
馬
市
の
都く

に

玉た
ま

神
社
）
に
納
め
ら
れ
た
。 

西
原
公
館
の
妙
見 

松
島
稲
荷
神
社
（
南
相
馬
市
原
町
区
上
町
） 

 

慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
相
馬
義
胤
が
建
立
し
た
。
野
馬
追
時
の
藩
主
の
宿
泊
施
設
が
、
南
新
田
村

の
西
原
公
館
で
あ
っ
た
。
こ
の
妙
見
に
は
特
に
野
馬
追
の
安
全
を
祈
願
し
た
。
西
原
公
館
は
現
在
の
南
相

馬
市
役
所
の
位
置
に
あ
り
、
市
役
所
庁
舎
が
建
つ
以
前
は
敷
地
の
北
西
隅
に
初
発
神
社
が
あ
っ
た
が
、
市

役
所
建
設
に
伴
い
信
者
が
松
島
稲
荷
神
社
に
合
祀
し
た
。 

 

（
二
）
相
馬
氏
一
族
諸
氏
と
家
臣
団
ゆ
か
り
の
妙
見 

 

元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
相
馬
重
胤
の
奥
州
下
向
は
、
千
葉
氏
の
一
族
岡
田
氏
を
は
じ
め
、
相
馬
四
天

王
と
称
さ
れ
た
文も

ん

間ま

（
門
馬
）・
木
幡
・
須
江
・
青
田
の
各
氏
を
引
き
連
れ
、
妙
見
・
日
鷲
・
塩
釜
の
神
を



伴
っ
て
下
総
相
馬
か
ら
下
向
。
こ
れ
ら
諸
氏
も
舘
に
妙
見
を
祀
っ
た
。 

岡
田
氏 

初
発
神
社
（
南
相
馬
市
小
高
区
岡
田
） 

 

岡
田
氏
は
相
馬
胤
村
の
次
子
相
馬
五
郎
胤
顕
を
始
祖
と
す
る
、
相
馬
一
族
の
長
。
元
亨
三
年
（
一
三
二

三
）、
岡
田
胤
盛
・
胤
康
父
子
が
相
馬
重
胤
に
従
い
、
岡
田
を
は
じ
め
数
村
を
領
し
た
。
建
武
元
年
（
一
三

三
四
）
岡
田
の
塁
（
舘
）
を
構
え
た
。
初
発
神
社
は
岡
田
氏
の
鎮
守
で
、
妙
見
神
祠
が
あ
っ
た
。 

岡
田
神
社
（
相
馬
市
中
村
） 

 

慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
、
岡
田
八
兵
衛
宣
胤
は
相
馬
氏
が
居
城
を
小
高
か
ら
中
村
に
移
し
た
の
に

伴
い
、
岡
田
氏
の
居
館
を
中
村
城
三
の
郭
の
内
の
長
徳
寺
跡
に
構
え
た
。
妙
見
祠
は
岡
田
氏
の
鎮
守
で
、

岡
田
舘
跡
の
西
側
に
位
置
す
る
。
舘
の
西
側
の
堀
に
橋
を
渡
し
て
妙
見
祠
に
参
っ
た
。 

江
井
氏 

初
発
神
社
（
南
相
馬
市
原
町
区
江
井
） 

 

相
馬
氏
の
傍
統
、
江
井
氏
の
守
護
神
。
江
井
舘
跡
の
西
に
あ
る
。
は
じ
め
江
井
舘
内
に
鎮
座
し
た
が
、

文
禄
年
間
（
一
五
九
二
～
一
五
九
六
）
江
井
氏
が
他
所
へ
移
り
里
社
と
な
る
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
、

相
馬
忠
胤
が
現
在
地
の
西
山
に
再
建
し
た
時
の
棟
札
が
あ
る
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
初
発
神
社
と
な

っ
た
。
江
井
舘
跡
の
一
角
、
馬
場
に
あ
っ
た
正
寿
寺
は
妙
見
祠
な
ど
の
諸
堂
社
を
別
当
と
し
て
管
轄
し
て

い
た
。
そ
の
関
係
で
妙
見
尊
の
祈
祷
札
を
発
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
寺
は
文
政
九
年
（
一
八
二

六
）
医
徳
寺
に
併
合
さ
れ
た
。
妙
見
尊
版
木
（
江
戸
時
代 

個
人
蔵
） 

銘
「
梵
字
（
ソ
：
弁
財
天
）
妙
見

尊
星
王
供
攘
火
安
康
祈
攸
」
。
鰐わ

に

口ぐ
ち

（
南
相
馬
市
指
定
文
化
財 

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
） 

個
人
蔵
） 

銘
（
抜
粋
）
「
奉
納
鰐
口 

妙
見
宮 

于
時
元
禄
九
丙
子
九
月
九
日
江
井
村
志
賀
助
五
郎 
敬
白
」
「
本

重
作
」
。 

木
幡
氏 

氏
神
妙
見
社 

 

同
家
の
氏
神
妙
見
社
は
、
以
前
は
金
沢
氏
の
鎮
守
で
あ
っ
た
。
金
沢
氏
は
元
亨
年
間
（
一
三
二
一
～
一

三
二
四
）
以
来
、
相
馬
氏
に
属
し
、
金
沢
村
を
領
し
て
い
た
（
標
葉
郡
立
野
村
に
住
ん
で
い
た
と
も
い
わ

れ
る
）
。
舘
跡
に
は
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
以
来
木
幡
氏
が
居
住
し
た
。
鰐
口
（
元
禄
一

五
年
（
一
七
〇
二
） 

個
人
蔵
）
銘
（
表
）
「
奉 

城
明
見
（
マ
マ
）

大
明
神 

高
平
村
半
谷
次
右
衛
門
」
。

（
裏
）
「
元
禄
十
五
年
壬
午
年
（
一
七
〇
二
）
八
月
十
五
日 

大
工
泉
田
志
賀
光
重
」 

飯
樋
の
妙
見 

「
妙
見
尊
」
石
塔
（
飯
舘
村
飯
樋 

善
応
寺
） 

 

飯
樋
に
は
陣
屋
が
あ
っ
た
関
係
で
、
藩
士
が
多
く
住
ん
で
い
た
。
善
応
寺
境
内
に
建
つ
「
妙
見
尊
」
銘

の
石
塔
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
士
族
が
建
立
し
た
も
の
で
、
建
立
者
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
三
）
境
の
妙
見 

 

妙
見
は
北
方
を
鎮
護
す
る
神
と
考
え
ら
れ
、
相
馬
地
方
の
妙
見
像
の
多
く
は
北
方
を
守
護
す
る
玄
武
に



乗
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
相
馬
氏
は
北
方
に
限
ら
ず
領
地
の
境
界
を
守
護
す
る
神
と
し
て
も
中
世
以
来

妙
見
を
祀
っ
て
き
た
。 

西
境 

飯
舘
村
二
枚
橋 

初
発
神
社 

伊
達
政
宗
と
相
馬
義よ

し

胤た
ね

（
一
六
代
）
の
合
戦
で
は
、
伊
達
の
手
勢
河か

わ

俣ま
た

（
川
俣
）
城
代
桜
田
右
兵
衛
が
飯い

い

土ど

井い

（
飯
樋
）
を
攻
め
て
草
野
ま
で
落
と
そ
う
と
す
る
時
、
草
野
城
代
岡
田
兵
庫
胤
景
が
早
馬
で
急
を
相

馬
氏
に
告
げ
、
義
胤
自
ら
出
陣
し
、
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
一
八
日
に
二
枚
橋
ま
で
追
っ
て
い

る
。
二
枚
橋
の
妙
見
（
現
、
飯
舘
村
二
枚
橋
。
分
水
嶺
に
あ
る
た
め
、
水
境
妙
見
と
も
称
さ
れ
る
）
は
こ

の
飯
樋
の
合
戦
で
、
義
胤
が
自
ら
添て

ん

箭せ
ん

（
矢し

籠こ

・
矢
筒
な
ど
に
入
れ
た
数
本
の
矢
）
を
納
め
て
神し

ん

璽じ

と
し

妙
見
を
祀
っ
た
地
と
さ
れ
る
〔
勧
請
、
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
六
月
二
二
日
〕
。 

同
社
の
水
境
妙
見
尊
像
図
は
道
教
色
を
帯
び
た
鎮ち

ん

宅た
く

霊れ
い

符ふ

神し
ん

の
姿
。
道
教
や
陰
陽
道
で
は
妙
見
と
同
じ

能
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 南
境 

大
熊
町
熊
町
の
妙
見 

 

領
地
の
南
境
は
南
標し

ね

葉は

郷
の
熊
町
（
大
熊
町
熊
野
）
に
熊
町
の
妙
見
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
神
社
南
を
流

れ
る
境
川
が
平
藩
と
の
境
。
熊
町
に
は
藩
の
南
境
の
番
所
な
ど
が
あ
り
、
藩
の
南
境
を
守
護
す
る
妙
見
で

あ
っ
た
。 

南
西
境 

浪
江
町
羽は

っ

附け

・
浪
江
町
上か

み

津つ

島し
ま

の
妙
見 

南
西
境
の
羽
附
（
浪
江
町
羽
附
の
分
水
嶺
）
や
上
津
島
（
浪
江
町
上
津
島
水
境
の
分
水
嶺
）
に
も
境
界

の
守
護
神
と
し
て
妙
見
が
祀
ら
れ
て
い
た
。 

北
境 

 

 

天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
頃
は
相
馬
義
胤
と
伊
達
政
宗
の
間
で
激
し
く
境
界
争
い
を
し
て
、

北
方
の
鎮
護
は
特
に
重
視
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
宇
多
郷
の
北
辺
で
は
境
の
妙
見
は
確

認
で
き
て
い
な
い
。 

な
お
、
江
戸
時
代
の
仙
台
藩
領
坂
本
の
妙
見
（
現
、
坂
本
神
社
。
宮
城
県
亘
理
郡
坂
元
町
）
・
逢お

お

熊く
ま

（
宮

城
県
亘
理
郡
亘
理
町
）
に
は
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
一
五
五
五
）
に
相
馬
義
胤
ら
が
勧
請
し
た
と
い

わ
れ
る
妙
見
社
が
九
社
あ
る
が
、
義
胤
は
ま
だ
子
供
。
相
馬
氏
と
逢
熊
地
方
の
妙
見
勧
請
に
つ
い
て
は
不

明
な
点
が
多
い
。
亘
理
郡
を
領
し
て
い
た
武
石
氏
が
桶
谷
に
移
転
す
る
ま
で
に
勧
請
し
た
可
能
性
も
あ
る
。 

 

（
四
）
戦
勝
地
ゆ
か
り
の
妙
見 



初
発
神
社
（
南
相
馬
市
鹿
島
区
横
手
） 

 

 

応
永
一
三
年
（
一
四
〇
六
）
か
ら
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
ま
で
、
岩
松
氏
が
横
手
・
千ち

倉く
ら

を
領
し
た

後
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
一
五
五
四
）
、
田
中
城
が
黒
木
弾
正
ら
に
攻
め
ら
れ
た
時
、
領
主
の
相
馬

讃
岐
守
平
顕
胤
が
妙
見
に
戦
勝
祈
願
す
る
と
、
神
徳
に
よ
り
戦
に
勝
ち
、
天
文
年
間
に
鹿
島
上
町
に
社
を

建
て
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
相
馬
忠
胤
の
命
で
再
興
。
当
時
は
鹿
島
の
町
に
あ
っ
た
が
、
明
治
七
年
に

鹿
島
の
町
か
ら
横
手
の
現
在
地
（
古
墳
の
上
）
に
遷
さ
れ
、
横
手
の
鎮
守
と
な
っ
た
。 

 

（
五
）
庶
民
の
妙
見 

初
発
神
社
（
相
馬
市
中
村
上
町
） 

 

城
下
中
村
で
は
相
馬
氏
の
祀
る
妙
光
院
と
は
別
に
、
上
町
に
庶
民
の
祀
る
妙
見
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
こ

こ
は
城
の
東
側
に
あ
た
り
、
町
人
屋
敷
や
商
家
が
多
い
地
域
で
あ
っ
た
。
中
村
の
大
火
で
も
難
を
逃
れ
た

こ
と
か
ら
、
庶
民
の
間
で
は
火
除
け
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。 

初
発
神
社
（
相
馬
市
中
野
） 

 

城
下
町
と
宇
多
川
を
挟
ん
だ
南
側
は
職
人
町
で
、
大
工
町
の
妙
見
と
も
呼
ば
れ
る
。
重
胤
の
下
向
に
従

い
、
下
総
か
ら
妙
見
像
を
背
負
っ
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
鍛
冶
の
長
、
伏
見
氏
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

た
が
、
後
に
こ
の
地
域
に
住
む
鍛
冶
や
大
工
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

（
六
）
日
蓮
宗
の
妙
見
信
仰 

 

日
蓮
教
団
に
は
当
初
妙
見
信
仰
は
な
く
、
日
祐
の
時
代
に
中
山
法
華
経
寺
が
千
葉
胤
貞
家
の
氏
寺
と
な

っ
た
関
係
で
、
そ
の
信
仰
が
取
り
込
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
宗
で
は
、
妙
見
が
日
蓮
の
前
に

示
現
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
日
蓮
宗
で
は
妙
見
は
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す
る
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

妙
見
菩
薩
を
祀
る
こ
と
が
多
い
。
江
戸
で
も
能
勢
妙
見
の
御
開
帳
が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
、
大
変
に
ぎ
わ

っ
た
と
い
う
。 

佛
立
寺
（
相
馬
市
中
村
） 

 

中
村
城
下
で
日
蓮
宗
の
妙
見
信
仰
を
伝
え
る
。 

星
降
り
の
霊
験
図
は
日
蓮
の
苦
難
に
満
ち
た
生
涯
を
図
解
し
た
画
集
の
一
枚
で
あ
る
。
文
永
八
年
（
一

二
七
一
）
龍
の
口
で
月
天
子
の
守
護
（
江
ノ
島
の
方
か
ら
飛
ん
で
き
た
月
の
よ
う
な
光
物
）
に
よ
り
打
ち

首
を
免
れ
、
翌
日
、
相
模
の
依
智
に
あ
る
本
間
重
連
邸
に
滞
在
し
、
月
に
祈
っ
た
日
蓮
の
前
に
天
か
ら
明

星
の
よ
う
な
大
き
な
星
が
降
り
、
庭
の
梅
の
木
の
枝
に
か
か
っ
た
と
い
う
説
話
。
こ
れ
は
明
星
天
子
が
日

蓮
に
見
参
し
て
き
た
証
と
さ
れ
た
。
日
蓮
は
三
光
天
子
（
日
天
子
・
月
天
子
・
明
星
天
子
）
の
守
護
を
受

け
て
い
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
星
の
仏
で
あ
る
妙
見
菩
薩
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
蓮
宗
の
妙
見

菩
薩
像
は
二
臂ひ

（
肘
（
腕
）
が
二
本
）
で
立
像
で
は
岩
上
の
青
亀
の
上
に
立
ち
、
白
蛇
が
妙
見
を
回
り
総

髪
、
二
手
で
剣
を
地
に
立
て
、
円
光
に
代
わ
っ
て
七
星
を
示
し
た
も
の
が
多
く
、
坐
像
で
は
剣
を
頭
上
に



掲
げ
た
形
（
能の

勢せ

型が
た

）
が
多
い
。 

 五
、
妙
見
へ
の
弓
の
奉
納 

 

『
奥
相
茶
話
記
』
に
は
、
妙
見
の
祭
礼
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
、
幼
童
と
弓
足
軽
に
よ
る
弓
の
奉
納
の
記
述

が
あ
る
。
弓
箭
神
（
弓
の
神
・
武
神
）
と
し
て
の
妙
見
に
対
し
て
、
弓
の
奉
納
は
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。 

一 

螺か
い

始
は
じ
め

あ
り
。
其そ

の

年と
し

吉
日
良
辰た

つ

を
撰え

ら

び
北
に
向

む
か
い

て
吹ふ

き

初
は
じ
め

る
。
此こ

の

日ひ

御お

扶ふ

持ち

賜
は
る
城
下
住
居
の
諸
奉

公
人
登
城
。
吹ふ

き

畢
お
わ
り

て

各
お
の
お
の

酒
を
玉
は
る
。
是こ

れ

に
不
遇

あ
わ
ざ
る

も
の
は
凶

き
ょ
う

事じ

の
様
に
存ぞ

ん

ず
る
な
り
。 

一 

三
月
廿
二
日
妙
見
祭
礼
、
廿
三
日
は
国
王

こ
く
お
う

の
御
祭
礼
な
り
。
妙
見
堂
に
て
其そ

の

歳と
し

御
城
の
御お

年と
し

男
お
と
こ

勤き
ん

仕じ

の

幼
お
さ
な

童
わ
ら
べ

（
十
二
三
歳
以
下
）
出
て
的
を
射い

始
は
じ
め

る
。
神
の
的
畢

お
わ
り

て
二
の
丸
に
的
場
を
構
へ
、
弓
足
軽
素す

襖お
う

直ひ
た

垂た
れ

に
て
射い

る
。 

屋や

形か
た

を
始

は
じ
め

惣そ
う

士し

出
て
見
物
す
。
足
軽
立
て
三さ

ん

返べ
ん

射
る
。
其
後
若
侍
の
内
へ
御ご

所
望

し
ょ
も
う

あ
れ
ば
射
る
な
り
。
右

廿
三
廿
二
日
両
朝
惣
士
へ
御
城
に
て
饗

き
ょ
う

応お
う

あ
り
精
進

し
ょ
う
じ
ん

料
理
な
り
。
廿
二
日
的
場
に
て
酒し

ゅ

肴こ
う

出
て
潔
斎

け
っ
さ
い

を
破

る
是こ

れ

も
将
門

ま
さ
か
ど

よ
り
の
吉き

ち

例れ
い

な
り
。
野
馬
追
も
将
門
、
将
士
の
武ぶ

事じ

を
習

し
ゅ
う

練れ
ん

の
為
始
め
し
と
云い

う 

日へ

置き

流
り
ゅ
う

印い
ん

西ざ
い

派は

の
弓
礼
射 

（
南
相
馬
市
鹿
島
区 

南
相
馬
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
） 

 

妙
見
は
弓
箭
神
で
あ
る
た
め
、
特
に
弓
の
奉
納
が
重
視
さ
れ
た
。 

 

塩
し
お
の

崎さ
き

地
区
に
は
中
村
藩
の
弓
足
軽
が
住
ん
で
い
た
た
め
、
地
区
の
若
宮
八
幡
宮
・
弁
財
天
・
妙
見
の
祭

り
に
は
日
置
流
印
西
派
の
弓
が
奉
納
さ
れ
る
。 

 

塩
崎
弓
組
お
妙
見
様
と
称
さ
れ
る
妙
見
神
社
は
、
小
高
妙
見
を
中
村
に
遷
す
途
中
、
塩
崎
の
西
ノ
入
の

大
木
の
下
で
休
ん
だ
の
で
、
そ
の
時
か
ら
妙
見
祠
を
建
て
て
妙
見
を
守
り
神
と
し
て
三
軒
の
家
で
祀
っ
て

き
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
妙
見
菩
薩
立
像
（
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
） 

塩
崎
地
区
蔵
）
は
玄
武
に
乗
り
、

剣
を
足
元
に
下
し
た
像
で
、
台
座
裏
面
に
は
「
自
傳
院
十
世
住 

祐
譽
作
之 

寛
延
四
辛
未
歳
（
一
七
五

一
。
一
〇
月
二
七
日
、
宝
暦
に
改
元
）
六
月
廿
五
日
」
、
光
背
を
支
え
る
軸
に
は
「
現
住
祐
譽
作
之
」
の

銘
。 

  



六
、
明
治
以
降
の
妙
見
信
仰 

明
治
の
廃
藩
置
県
の
た
め
、
野
馬
追
は
藩
行
事
と
し
て
の
継
続
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
神
仏

混
淆
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
妙
見
菩
薩
は
神
仏
分
離
に
よ
り
明
確
に
区
分
さ
れ
て
、
神
社
で
祀
る
こ

と
が
か
な
わ
ず
、
妙
見
像
は
寺
院
で
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
神
社
で
は
御
神
体
の
妙
見

を
『
古
事
記
』
の
冒
頭
部
分
に
登
場
す
る
天
地

あ
め
つ
ち

初
発

は

じ

め

の
時
、
高
天
原
に
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
御
中
主

神
と
あ
っ
て
、
造
化
三
神
の
筆
頭
の
神
と
さ
れ
る
。
平
田
神
道
で
は
天
之

あ

め

の

御
中
主

み
な
か
ぬ
し
の

神か
み

（
天
之
御
中
主
命
）

は
全
知
・
全
能
の
神
、
絶
対
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
さ
ら
に
妙
見
信
仰
と
結
び
つ
い
た
。
こ
の
た
め
、
相

馬
地
方
で
は
妙
見
の
社
を
存
続
さ
せ
る
た
め
、
妙
見
祠
を
初
発
神
社
と
し
て
祀
っ
た
。
こ
の
神
社
は
「
し

ょ
は
つ
じ
ん
じ
ゃ
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
古
事
記
に
基
づ
け
ば
「
は
じ
め
じ
ん
じ
ゃ
」。 

明
治
以
降
の
野
馬
追
は
そ
れ
ま
で
城
を
守
護
す
る
妙
見
と
し
て
祀
ら
れ
て
き
た
別
所
の
舘
（
太
田
に
所

在
）
の
太
田
神
社
、
小
高
城
の
小
高
神
社
、
中
村
城
の
中
村
神
社
と
い
う
三
社
の
神
事
と
し
て
現
在
も
継

続
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
三
社
は
、
の
ち
に
相
馬
太
田
神
社
・
相
馬
小
高
神
社
・
相
馬
中
村
神
社
と
改
称
さ

れ
た
）。 

 

お
わ
り
に 

 

古
代
に
は
、
中
国
大
陸
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
妙
見
信
仰
は
、
人
間
の
運
命
を
司
り
、
困
難
か
ら
救
い
、

運
気
を
上
げ
て
く
れ
る
星
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。 

中
世
の
相
馬
地
方
で
は
、
中
世
武
士
団
千
葉
氏
一
族
の
精
神
的
拠
り
所
で
あ
り
一
族
結
束
の
象
徴
と
し

て
の
妙
見
が
氏
神
・
弓
箭
神
・
軍
神
と
し
て
城
や
戦
勝
地
に
祀
ら
れ
た
。
近
世
に
は
、
妙
見
は
氏
神
・
城

や
藩
境
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
、
家
臣
や
庶
民
の
間
に
も
信
仰
が
拡
大
し
た
。
そ
の
姿
は
玄
武
に
乗
っ

た
着
甲
、
持
剣
、
被
髪
の
姿
が
多
い
。
一
方
、
星
曼
荼
羅
の
星
宿
や
、
陰
陽
道
・
道
教
色
を
帯
び
た
鎮ち

ん

宅た
く

霊れ
い

符ふ

神し
ん

の
姿
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
製
作
年
代
は
あ
ま
り
古
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
宿
曜
道
・
陰
陽
道

の
思
想
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
・
近
世
の
相
馬
地
方
の
妙
見
信
仰
は
千
葉
氏
流
の
妙
見
信

仰
を
主
流
と
し
つ
つ
、
陰
陽
道
や
道
教
の
影
響
も
受
け
、
さ
ら
に
日
蓮
宗
の
妙
見
信
仰
も
伝
わ
っ
て
い
る
。 

相
馬
地
方
で
は
野
馬
追
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
妙
見
は
、
近
代
に
な
る
と
、
天
之
御
中
主
神
と
し
て

野
馬
追
の
神
・
馬
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
農
民
や
運
送
業
者
な
ど
に
馬
体
安
全
の
守
護
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
信
仰
は
相
馬
・
双
葉
地
方
だ
け
で
な
く
、
青
森
・
秋
田
な
ど
東
北
各
地
か
ら
北
海
道

に
も
教
線
を
拡
大
し
、
各
地
に
相
馬
地
方
ゆ
か
り
の
神
社
や
遥
拝
所
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
妙
見
（
天
之
御
中
主
神
）
は
現
代
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
聞
い
て
く
れ
る
神
仏
と
し
て
、
多
く
の

人
々
に
祈
り
と
祭
り
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

 


